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訪問看護事業所への布製マスクの配布希望の申出について 

 

布製マスクの配布については、今般のマスクの需給状況等を踏まえ、配布を

希望する介護施設等に随時配布するとともに、今後に備え、国で備蓄すること

とし、配布希望の申し出及び配布方法の概要について、「介護施設等への布製

マスクの配布希望の申し出について」（令和２年８月４日厚生労働省医政局経

済課（マスク等物資対策班）ほか連名事務連絡。以下「配布希望事務連絡」と

いう。）においてお示ししたところです。 

また、「介護施設・事業所等に対する布製マスクの具体的な配布方法につい

て」（令和２年８月４日厚生労働省医政局経済課（マスク等物資対策班）ほか

連名事務連絡）において、「訪問看護（健康保険法指定事業所を含む。）」につ

いては、希望する職員の人数と必要配布枚数を様式に記入の上、提出いただく

ようお願いしています。 

今般、健康保険法による指定を受けている訪問看護事業所の職員及び健康保

険法による訪問看護を実施している利用者については、改めて、取扱いを下記

のとおり整理したので、別紙もご参照の上、貴自治体におかれましては御了知

いただくとともに、管内市町村や貴部局所管の関係団体、関係者にご周知いた

だくようよろしくお願いいたします。 

 

 

記 

 

 



健康保険法による指定を受けている訪問看護事業所の職員及び健康保険法に 

よる訪問看護を実施している利用者に関する配布方法等について 

○  健康保険法のみによる指定を受けている訪問看護事業所については、配

布希望事務連絡においてお示ししている「申出方法・配布の流れ」に従っ

て、職員分及び利用者分に関する申出を受け付ける。 

 

○ 健康保険法及び介護保険法による指定を受けている訪問看護事業所に

ついては、職員分は配布希望事務連絡においてお示ししている「申出方法・

配布の流れ」に従って申出を受け付ける。また、利用者分については、健

康保険法による訪問看護を実施している利用者分は、訪問看護事業所から

の申出により受け付ける。 

※ なお、介護保険法による訪問看護を実施している利用者分につい

ては、「介護施設・事業所等に対する布製マスクの具体的な配布方法

について」（令和２年８月４日厚生労働省医政局経済課（マスク等物

資対策班）ほか連名事務連絡）の「２.介護施設・事業所等への配布

方法」に従って、居宅介護支援事業所からの申出を受け付けるもの

とする。 
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